
山梨県未利用材活用・再造林促進事業費補助金交付要綱 

 

 

（趣旨） 

第１条 知事は、再造林にかかるコストの低減とともに、森林が有する

多様な公益的機能の維持・増進及び森林資源の循環利用を促進するた

め、林内に残されている未利用材を木質バイオマスとして活用する際

の積込及び運搬に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付す

るものとし、その交付に関しては、山梨県補助金等交付規則（昭和３

８年山梨県規則第２５号。以下「規則」という。）に規定するものの

ほか、この要綱の定めるところによる。 

 

（定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当

該各号に定めるところによる。 

（１）未利用材 伐採、造材で生ずる端材、末木又は枝条であって、再造

林の支障となる林地残材（県内の森林に由来するものに限る。） 

（２）再造林 伐採跡地に苗木を植付すること 

（３）搬出 未利用材を伐採地から木質チップ製造施設が据付されている

箇所まで運搬すること 

 

（補助対象者） 

第３条 この補助金交付の対象となる者は、県内に主たる事務所若しくは

事業所又は住所を有する次に掲げる者とする。 

（１）林業経営体（造林、保育、素材生産の林業生産活動を行っている経

営体） 

（２）林業経営体が組織する団体 

 

（補助金の交付の対象経費及び補助単価） 

第４条 補助の対象となる経費及び補助単価は、別表に掲げるとおりとす

る。 

２ 前項の規定にかかわらず、補助金の交付を受けようとする事業が、本

件補助金以外に国、県又は他の地方公共団体から補助を受けるものであ

るときは、補助金を交付しないものとする。 

 

（補助金の交付の申請） 

第５条 補助金の交付を受けようとする者（以下「補助事業申請者」とい

う。）は、未利用材活用・再造林促進事業費補助金交付申請書（様式第

１号）に別に定める必要な書類を添付して、知事が別に定める日までに

知事に提出しなければならない。 

 

（補助金の交付の決定） 



第６条 知事は、申請書の提出があったときは、当該申請に係る書類を審

査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、速やかに補助金の交付

の決定をするものとする。 

２ 知事は、補助金の交付を決定したときは、速やかにその決定の内容及

びこれに条件を付した場合はその条件を、未利用材活用・再造林促進事

業費補助金交付決定通知書（様式第２号）により補助事業申請者に通知

するものとする。 

 

（事業変更、中止又は廃止の承認） 

第７条 補助事業の内容の変更又は補助事業の中止若しくは廃止をしよ

うとする場合には、未利用材活用・再造林促進事業費補助金変更（中止・

廃止）承認申請書（様式第３号）により知事の承認を受けなければなら

ない。ただし、補助対象経費の２０％以内を減額させる場合又は補助事

業の目的の達成に支障をきたさない事業計画の細部の変更であって、交

付決定を受けた補助金の額の増額を伴わない場合は、この限りでない。 

２ 知事は、前項の承認をする場合において、必要に応じ交付決定の内容

を変更し、又は条件を付することができる。  
３ 補助金の交付決定を受けた者（以下「補助事業者」）は、補助事業

が予定期間内に完了する見込みのない場合又は補助事業の遂行が困難

となった場合は、すみやかに知事に報告してその指示を受けなければ

ならない。 

 

（実績報告） 

第８条 補助事業者は、補助事業が完了した日若しくは廃止の承認を受け

た日から起算して１箇月を経過した日又は交付決定を受けた年度の翌

年度の４月１０日のいずれか早い期日までに、未利用材活用・再造林促

進事業費補助金実績報告書（様式第４号）に別に定める必要な書類を添

付して知事に提出しなければならない。 

 

（補助金の額の確定） 

第９条 知事は、補助事業の完了又は廃止に係る実績報告書の提出を受け

た場合には、報告書の書類の審査及び必要に応じて行う実地検査によ

り、その報告に係る補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこ

れに付した条件に適合するかどうか調査し、適合すると認めた場合は、

交付すべき補助金の額を確定し、未利用材活用・再造林促進事業費補助

金交付額の確定通知書（様式第５号）により補助事業者に通知するもの

とする。 

 

（補助金の交付方法） 

第１０条 補助金は、精算払とする。 

 

（指導監督等） 



第１１条 知事は、必要に応じて遂行状況などを調査し、補助事業者が補

助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に従って補助事業を遂

行していないと認めるときは、補助事業者に対して遂行すべきことを指

示するものとする。 

２ 知事は、補助事業者が前項の指示に従わなかったときは、当該補助事

業の遂行の一時停止を命ずることがある。 

３  知事は、必要があると認めるときは、補助事業者に対し実地検査を行

うことができる。 

４ 補助事業者は、補助事業に関連する調査及び実地検査を県が実施する

場合は、協力しなければならない。 

 

（交付決定の取消し等） 

第１２条 知事は、次のいずれかに該当するときは、補助事業者に対し、

規則第１５条第１項の規定に基づき、補助金の交付の決定の全部又は一

部を取り消すことができる。 

（１）  補助事業の完了又は廃止に係る補助事業の成果の報告を受けた場

合において、その報告に係る補助事業の成果が補助金の交付の決定の

内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるとき 

（２）  第９条による補助金の額の確定通知がされた年度の翌々年度の６

月３０日（以下「完了期限」という。）までに再造林が完了したと認

められないとき 

（３）  補助事業に関し法令等又はこれに基づく知事の処分に違反したと

き 

（４）  暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３

年法律第 77 号）第２条第２号）に規定する暴力団をいう。以下この

条において同じ。）又は暴力団員等（暴力団員による不当な行為の防

止等に関する法律第２条第６号に規定する暴力団員又は暴力団員で

なくなった日から５年を経過しない者をいう。以下この条において同

じ。）が経営に実質的に関与していると認められる者に債権を譲渡し

たとき 

（５）  補助事業者が次のいずれかに該当するとき。 

イ 役員等（受注者が個人である場合にはその者その他経営に実質的に

関与している者を、受注者が法人である場合にはその役員、その支店

又は常時建設工事の請負契約を締結する事務所の代表者その他経営に

実質的に関与している者をいう。以下この号において同じ。）が暴力

団又は暴力団員であると認められるとき。 

ロ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は

第三者に損害を加える目的をもって暴力団又は暴力団員等を利用する



などしていると認められるとき。 

ハ 役員等が暴力団又は暴力団員等に対して賃金等を供給し、又は便宜

を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、

若しくは関与していると認められるとき。 

ニ 役員等が暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に

利用するなどしていると認められるとき。 

ホ 役員等が暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有

していると認められるとき。 

２ 知事は、前項において交付の決定を取り消した場合において、当該取

り消した部分に係る補助金の返還を命ずるものとする。 

３ 前項の規定による返還の期限は、返還を命ぜられた日から７日以内と

する。 

４ 交付決定の取り消しに関し、補助金の返還を命ぜられたときは、その

命令に係る補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助

金の額につき年 10.95％の割合で計算した加算金を県に納付しなければ

ならない。 

５ 補助金の返還を命ぜられ、これを納期日までに納付しなかったとき

は、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき

年 10.95％の割合で計算した延滞金を県に納付しなければならない。 

 

（書類の保管） 

第１３条 補助事業者は、補助事業について経理を明らかにする帳簿を作

成し、証拠書類とともに当該補助事業完了の年度の翌年度から起算して

５年間、整備保管しておかなければならない。 

 

（その他） 

第１４条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、知事が別に定める

ものとする。 

 

附 則 

１ この要綱は、令和７年６月１０日から施行する。 

２ 山梨県未利用材活用促進事業費補助金補助金交付要綱は、廃止す

る。ただし、山梨県未利用材活用促進事業費補助金補助金交付要綱に

基づき交付決定された補助金については、この要綱の廃止後も、なお

その効力を有する。 

 

 

 

 

 

 



 

 別表 

補助区分 補助対象経費 補助単価 

山 梨 県 未 利 用 材 活

用・再造林促進事業 

要綱第２条において定める未利用材の

積込及び運搬経費（給料、需用費及び役

務費） 

 

１ , ３ ０ ０

円/m 3 

 

 なお、補助の対象となる事業は、完了期限までに再造林が完了する事業

とする。 

  



 

様式第１号 

番         号  

令和  年  月  日  

 

山梨県知事 殿 

 

所在地 

団体名 

代表者名            印 

 

未利用材活用・再造林促進事業費補助金交付申請書 

 

このことについて、次のとおり実施したいので、山梨県未利用材活用・

再造林促進事業費補助金交付要綱第５条の規定により補助金の交付を申

請します。 

 

 

１ 搬出材積         ㎥ 

 

２ 交付申請額        円 

 

３ 添付書類  未利用材活用・再造林促進事業計画書 

未利用材搬出計画箇所一覧 

誓約書  

未利用材等の納入実績や納入計画が確認できる書面の

写し  

  



様式第２号 

番         号  

令和  年  月  日  

 

（申請者）殿 

 

                       山梨県知事 

 

未利用材活用・再造林促進事業費補助金交付決定通知書 

 

令和 年 月 日付けで申請のあった未利用材活用・再造林促進事業費

補助金については、山梨県未利用材活用・再造林促進事業費補助金交付要

綱第６条第１項の規定により、次のとおり交付することに決定したので、

通知する。 

 

１ 補助金の交付の対象は令和  年  月  日付けで申請のあった

未利用材を木質バイオマスとして活用する際の搬出に要する経費とし、

その内容は交付申請書記載のとおりとする。 

 

２ 補助金の交付決定額は、次のとおりとする。 

 

補助金の交付決定額           円 

（搬出材積      ㎥相当） 

 

３ 補助事業の期間は、令和 年 月 日から 年 月 日までとする。 

 

４ 補助金の交付の条件は、次のとおりとする。 

（１）補助事業の内容の変更又は補助事業の中止若しくは廃止をしようと

する場合には、変更（中止、廃止）承認申請書（様式第３号）により

知事の承認を受けなければならない。ただし、補助対象経費の２０％

以内を減額させる場合又は補助事業の目的の達成に支障をきたさな

い事業計画の細部の変更であって、交付決定を受けた補助金の額の増

額を伴わない場合は、この限りでない。  

（２）補助事業が予定の期間内に完了する見込みのない場合又は補助事業

の遂行が困難となった場合は、すみやかに知事に報告してその指示を

受けなければならない。 

 

５ 本通知に係る補助金の交付の決定の内容又はこれに附された条件に

不服があるときは、当該通知を受領した日から２０日以内に申請の取下

げをすることができる。 

 

６ 補助事業が、補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に従って



遂行されているか確認するため、補助事業の遂行状況について知事に求

められた場合は、報告しなければならない。 

 

７ 補助事業が完了した日（廃止の承認を受けた場合はその承認の日）か

ら起算して１箇月を経過した日又は交付決定した年度の翌年度の４月

１０日のいずれか早い期日までに、補助事業の成果を記載した実績報告

書（様式第４号）に別に定める書類を添えて知事に報告しなければなら

ない。 

 

８ 補助事業に係る帳簿及び証拠書類は、補助事業完了年度の翌年度から

起算して５年間、整備保管しておかなければならない。 

  



様式第３号 

番         号  

令和  年  月  日  

 

山梨県知事 殿 

 

所在地 

団体名 

代表者名            印 

 

未利用材活用・再造林促進事業費補助金変更（中止・廃止）承認申請書 

 

令和 年 月 日付け  第   号で交付決定のあったこのことにつ

いて、次の理由により変更（中止・廃止）したいので、山梨県未利用材活

用・再造林促進事業費補助金交付要綱第７条の規定により、申請します。 

 

○変更の場合 

 １ 変更の理由 

 

 ２ 変更の内容 

 

 

○中止（廃止）の場合 

 中止（廃止）の理由 

 

 

○添付書類  

  



様式第４号 

番         号  

令和  年  月  日  

 

山梨県知事 殿 

 

所在地 

団体名 

代表者名            印 

 

未利用材活用・再造林促進事業費補助金実績報告書 

 

令和 年 月 日付け  第   号で交付決定のあったこのことにつ

いて、山梨県未利用材活用・再造林促進事業費補助金交付要綱第８条の規

定により、次のとおり報告します。 

 

１ 搬出材積         ㎥ 

 

２ 交付決定額        円 

 

３ 事業着手年月日・事業完了年月日 

  令和  年  月  日～令和  年  月  日 

 

４ 添付書類  

 

 

 

５ 支払先 

      口座振込 振込先銀行名       預金種別（当座・普通） 

         口   座   名              №          

  



様式第５号 

番         号  

令和  年  月  日  

 

（申請者）殿 

 

                       山梨県知事 

 

未利用材活用・再造林促進事業費補助金交付額の確定通知書 

 

令和 年  月  日付けで実績報告のあった未利用材活用・再造林促

進事業費補助金については、山梨県未利用材活用・再造林促進事業費補助

金交付要綱第９条の規定により、次のとおり確定する。 

 

 

交付確定額              円 

 


